
最高裁秘書第1538号

平成31年3月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

簾
嵩
隷
に

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

1月4日付け（同月7日受付，最高裁秘書第40号）で申出のありました司＃

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

で申出のありました司法行

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「問1の回答用（1） 」から始まる文書（片面で1枚）

（2） 「問1の回答用（2） 」から始まる文書（片面で1枚）

（3） 「間2の回答用（1） 」から始まる文書（片面で1枚）

（4） 「問2の回答用（2） 」から始まる文書（片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



→
－

周
一

＝今

問1の回答用(1)
【
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議
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四

I

(1)でチェックしなかった項目は, (2)アーエの回

答は不要です。
(2)ウは(2)ｲでチェックした項目につき,(2)エは②イでチエ

ー

ックしなかった項目につき回答してください。

1

現在の志望進路について,いずれか－つを選んでその番号を記蛾して<燈さい。
1:裁判官2:検察官3:弁穫士4:その他

当てはまる経歴を選んで.その番号を記入してください。

1:法科大学院修了(既修者コース）2:法科大学院修了(未修者コース）
3:法科大学院を修了していない

I

知識･能力

(1)

導入修習を
通じて知職・

能力の不足

を感じたか

(2)．

ア イ ウ エ

(1)でチェックした項目に

つき，導入修習での学

修･導入修習期間中の自
学自修によって,不足を
感じた知織･能力を補え
たか

(A)補うことができた

(B)やや補うことができた

(C)あまり補えなかった

(D)補えなかった

A B C ，

(1)でチェック

した項目に

つき,_導入
修習期間中
に自学自修

に取り組ん

だものはど

れか

》

て取り組んだか(複数選択可）
ﾄ

(幻法律基本害
(B)法科大学院の復習
(C)司法研修所の教材等
(D)導入修習の復習
(E)その他

(－具体的内容を【別紙1-2に
記入】）

A B C ， E

篭睾溌欝瀧器号
た理由は何か(複数選択可）

卿導入修習における学修を通
じて不足を補えたと感じた

(B)適した敏材や文献が分から
なかった

(C)時間的余裕がなかった
(D)やり方が分からなかった

(E)その他(=具体的内容を【別
紙1-2に記入】）
A B C ， E

民
事
系

事実関係に応じてその法的処理にふさわしい

法規範を選択･適用できる民事実体法の知織

訴訟進行の各段階において問題状況に応じて

適切に選択･適用できる民事翫舩手続の知識

要件事実の考え方
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事実関係に応じてその法的処理にふさわしい

法規範を選択･適用できる刑事実体法の知臓

捜査･公判の各段階において,問題状況に応じ

適切に選択･適用できる刑事翫舩手続の知織
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主張分析･法的構成に関する基礎的知醗･理解

事実麗定に関する基礎的知識･理解
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□
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問1の回答用(2）【別紙1－2】

I

－4－

※一(2)ウ（自学自修に利用したもの）で『Eその他」にチェックを入れた鳩合 ‘

→どのような自学自修を行ったかの具体的内容（書籍を利用した場合はその書籍名を含む。 ）を以下に
記入してください（知識・能力欄記戯の各項目ごとに， 「(ｱ)については・ ・ ・
などと項目を特定して記入すること。 ） ◎

(ｵ)については・ ・ ・」

ここをクリックしてテキスI､を人ﾉﾉしてください ｡

､ p

げ

※(2)エ(自学自修に取り組まなかった理由）で『Eその他』にチェックを入れた

→具体的な内容を以下に記入してください（知識・能力欄記載の各項目ごとに， 「(ｱ)については・ ・ ・
(ｵ)については・ ・ ・」などと項目を特定して記入すること。 ） 0

0

ニニをク 11 〃
〃
も
夕
も
む クしてテキストを人力してください。



I

問2の回答用(1）【別紙2－1】

※自らに不足している実務基礎知識･能力に気付いてもらい,かつ,分野別実務修習が円滑に行えるようにすると
いう導入修習の目的に照らして,導入修習の各カリキュラムはどの程度役立つと思うかについて,選択肢のいずれ
かを選んでチェックを入れてください。

※各カリキュラムをよく思い起こし,添付の導入修習の日程表等の資料を改めて確湧するなどした上で,できるだけ
正確に記入してください。

I

－5－

､

I

カリキュラム
役立つ

と思う

少しは役立つ

と思う

あまり役立たない

と思う

役立たない

と思う

民事第1審手続の概脱(謂義） (ア） □ □ □ □

民事総合1 (イ） □ □ □ □

民事総合2り (ウ） □ □ □ □

民裁即日起案解説一一 (エ） □ 一口一 □ ‐ 一口

民事事実腿定の手法と留意点 (オ） □ □ □ □

民弁問題研究1(事案分析） (力） □ □ □ □

民弁問題研究3(主張書面） (キ） □ □ □ □

民弁購稜1(立証） (ク） □ □ □ □

民弁演習(和解条項） (ケ） □ □ □ □

民弁購義2(民事保全･民事執行） (．） □ □ □ □

民弁購稜3(弁腫士倫理･職責等） (サ） □ □ □ □

刑事問題研究(勾留） (シ） □ □ □ □

刑事共通演習基礎(公判前整理手続） (ス） □ □ □ □

刑裁購稜(事前課題解鋭等） (セ） □ □ □ □

刑裁即日起案･事前課題の解脱 (ソ） □ □ □ □

検察導入購羨 (タ） □ □ □ □

捜査演習 (チ） □ □ □ □

検察即日起案購評十検察官の心構え等 (ツ） □ □ □ □

刑弁演習1(捜査弁渡）1 (テ） □ □ □ □

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件） (ﾄ） □ □ □ □

刑弁演習3(量刑事件） (ナ） □ □ □ □

裁判修習に向けて (二） □ □ □ □
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問2の回答用(2)【別紙2－2】

※【別紙2-1】の回答に即して, （少しは)役立った,あるいは(あまり)役立たなかったと考える点について,その
具体的な理由等を記入してください｡記入に際しては, 【別紙2-1】の｢カリキュラム｣欄の符号((ア)から(二)まで）
を文章の冒頭に付すこと。

※必ずしも(ア)から(二)までの全てについて記入する必要はなく,適宜選別して記入することで構わない。

【記入例】｢(ア)のカリキュラムは,……という点で(少しは)役立った｡((あまり)役立たなかった｡)」

ニニをクリ ･ソ.クしてチキス ｜､を．入力してください
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